
職
業
能
力
開
発
促
進
法
及
び
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の

雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議平

成
十
八
年
五
月
十
一
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
若
年
者
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、
教
育
、
雇
用
、
産
業
な
ど
幅
広
い
観
点
か
ら
の
総
合
的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
関
係
省
庁
間
の
連
携
を
一
層
強
化
し
、
政
府
が
一
体
と
な
っ
て
対
策
の
効
果
的
推
進
を
図
る
こ
と
。

二
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
事
業
主
の
ニ
ー
ズ
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る

た
め
、
業
界
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
密
に
し
、
事
業
主
、
学
校
関
係
者
等
に
十
分

な
周
知
を
図
り
、
訓
練
に
取
り
組
む
事
業
主
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。

三
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
お
け
る
実
習
に
従
事
す
る
訓
練
生
は
労
働
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
事
業
主
等
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
り
、
訓
練
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
。



四
、
労
働
者
の
自
発
的
な
職
業
能
力
開
発
を
推
進
し
、
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
養
成
、

資
質
の
向
上
及
び
活
用
や
、
教
育
訓
練
休
暇
、
再
就
職
準
備
休
暇
等
の
普
及
、
定
着
に
向
け
た
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
職
場
に
お
け
る
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
能
力
開
発
の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す

る
能
力
開
発
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
研
究
会
等
に
よ
り
検
討
を
行
う
こ
と
。

六
、
い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
七
年
問
題
」
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
中
小
企
業
に
お
い
て
熟
練
し
た
技
術
・
技
能
の
継
承
に
向

け
た
取
組
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
技
術
・
技
能
の
受
け
手
と
な
る
人
材
の
確
保
も
含
め
た
支
援
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
支
援
策
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
改
善
計
画
の
認
定
制
度
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
に
十
分

留
意
し
つ
つ
事
務
の
簡
素
化
に
努
め
、
そ
の
利
用
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

七
、
「
二
〇
〇
七
年
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
技
能
五
輪
国
際
大
会
」
の
成
功
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
同
大
会
を
契
機
と
し
て
、
技

能
と
も
の
づ
く
り
の
振
興
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

八
、
能
力
開
発
事
業
を
含
め
た
雇
用
保
険
三
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
必
要
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
法
に
定
め
た
目
的
に

か
な
う
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
徹
底
し
て
精
査
し
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




